
一般競争入札 入札説明書 

 

 

社会福祉法人葆光会 

 

 

1.入札に付する事項 

(1)工 事 名  社会福祉法人葆光会特別養護老人ホーム藤美苑 

エレベーター2基(油圧方式)改修工事 

    (2)工事場所  名古屋市千種区鍋屋上野町字北山 3515番地 

(3)工事内容  エレベーター2基更新工事 

(4)工  期  契約締結後～令和 10年 3月 31日 

 

2.参加資格要件 

  入札に参加しようとする者は、次の各号に掲げる要件を全て満たしている者とする。 

(1) 地方自治法施行令第 167条の 4第 1項の規定に該当する者でないこと。 

(2) 地方自治法施行令第 167条の 4第 2項各号に該当する事実があった後 3年

を経過しない者又はその者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札

代理人として使用する者でないこと。 

(3) 工事及び完了後のメンテナンスに際して、愛知県内に本支店・営業所があ

ること。 

(4) 民事再生法に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 

(5) 会社更生法に基づく更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 

(6) 入札公告の日から入札の日までの間に、指名停止要綱に基づく指名停止の

措置を受けていないこと。 

(7) 入札公告の日から落札決定までの間に暴力団関係者の排除に関する合意書

(平成 20 年 1 月 28 日付名古屋市長等・愛知県警察本部長締結)及び名古屋

市が行う調達契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する取扱要綱(19

財契第 103号)に基づく排除措置の期間がない者であること。 

 

3.入札手続等 

 (1)入札説明書の交付期間及び入札参加申出書の提出期間、場所及び方法 

  ア 入札説明書の交付期間及び入札参加申出書の提出期間 

    令和  7 年 1 月 14 日(火)から令和 7 年 1月 31日(金)まで 

    ※ただし土曜日、日曜日及び祝日を除く。 

     午前 10時 00分から午後 5時 00分までとする。 

    ※担当者へ事前に連絡すること。 

  イ 入札説明書の交付及び入札参加申出書の提出場所 

    名古屋市千種区鍋屋上野町字北山 3515番地 



    特別養護老人ホーム藤美苑 

    電話番号:052-722-2232  担当:向井・佐藤 

  ウ 提出書類 

(ア) 入札参加申出書 

(イ) 会社案内 

(ウ) 建設業許可の写し(エレベーター設置に関する) 

  エ 提出方法 

    提出場所へ持参もしくは郵送でも可。 

 (2)設計図書の交付方法 

   令和 7 年 1月 14日( 火 )以降、来苑することで交付する。 

 (3)設計図書に関する質問 

  ア質問方法 

   FAXまたは電子メールまたは電話 

  イ質問期限 

   令和  7年 1月 28日( 火 )    午後 4時 00分まで 

  ウ回答日時 

   全ての質問及びその回答は、入札執行通知を送付した全ての者に随時回答 

する。 

 (4)入札の日時及び場所並びに入札書の提出方法 

  ア入札日時 令和 7年 2月 21日( 金 ) 午前 10時 30分～ 

  イ入札場所 名古屋市千種区鍋屋上野町字北山 3515番地 

        特別養護老人ホーム藤美苑 1階会議室 

  ウ入札書の提出方法 

       入札書は、入札当日持参とする。また、合わせて委任状(代表取締役等

代表権を持つ代表者からの委任)及び工事費内訳書も同封すること。 

4その他 

 (1)入札の無効 

     入札参加資格を有しない者のした入札及び公正かつ適切な見積もりにより

工事費内訳書が作成されていないことが確認の結果明らかとなった場合等

入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札

者としていた場合には落札決定を取り消す。 

  (2)入札の執行 

    開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の範囲内の入札がないと 

きは、直ちに、再度の入札を行う。なお、再度入札は初度入札を含め 3回を限 

度とする。 

  (3)落札者の決定方法 

    予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。なお、 

落札となるべき同価の入札をした者が 2人以上あるときは、直ちに、当該入札

者にくじを引かせて落札者を決定する。 

  (4)入札保証金の納付義務 



      無 

  (5)契約保証金の納付義務 

      無  

  (6)談合その他の不正行為に係る賠償額の予定等 

    この契約において、談合等の不正行為により本法人が被った金銭的損害の賠償 

等については、別紙「談合その他の不正行為に係る特約条項」に基づくものと 

する。 

  (7)支払時期 

    1基完了の都度一週間以内に振込むものとする。 

(8)その他 

   ア技術資料の作成に必要な費用は、提出者の負担とする。 

   イ提出された技術資料は、この工事にかかる資料以外の目的で使用しない。 

   ウ提出された技術資料は返却しない。 

  (9)問い合わせ先 

    名古屋市千種区鍋屋上野町字北山 3515番地 

    特別養護老人ホーム藤美苑 

    担当者  : 向井和秀  佐藤正樹 

    電話番号  :  052-722-2232 

    FAX      :  052-722-2239 

    E-mail    :  fuji3en@bronze.ocn.ne.jp 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


